
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国保連合会規則例等（案） 

 
・国民健康保険団体連合会障害者総合支援法関係業務等 

特別会計経理規則例（案） 

・障害者総合支援法関係業務等特別会計（案） 

・国民健康保険団体連合会障害介護給付費等 

審査支払規則例（案） 

・共同処理事務契約書例（基準該当）（案） 

・共同処理事務契約書例（特例障害児給付費等）（案） 

 

 

※今後の検討により、内容等に変更が生じることがありうる。 

別添１ 



 

現行 平成 30 年 4 月改正（案） 備考 

国民健康保険団体連合会障害者総合支援法関係業

務等特別会計経理規則例 

  

（特別会計） 

第一条 ○○国民健康保険団体連合会（以下「連合

会」という。）規約（以下「規約」という。）第六

条第五項に規定する業務の経理を他の会計と区

分して行うため、障害者総合支援法関係業務等特

別会計を設置する。 

  

（勘定区分） 

第二条 障害者総合支援法関係業務等特別会計は、

業務勘定、障害介護給付費支払勘定及び障害児給

付費支払勘定に区分する。 

  

（歳入及び歳出） 

第三条 業務勘定においては、手数料、一般会計か

らの繰入金、都道府県支出金、負担金、借入金及

び附属雑収入等をもってその歳入とし、規約第六

条第五項に規定する業務の諸費をもってその歳

出とする。 

  

２ 障害介護給付費支払勘定においては、規約第六

条第五項第一号に定める費用（以下「障害介護給

付費」という。）の支払のための受入金、都道府

県支出金、借入金及び附属雑収入等をもってその

歳入とし、障害介護給付費の支払のための支出

金、借入金の償還金及び利子並びに附属諸費をも

ってその歳出とする。 

２ 障害介護給付費支払勘定においては、規約第六

条第五項第一号に定める費用（以下「障害介護給

付費」という。）の審査及び支払のための受入金、

都道府県支出金、借入金及び附属雑収入等をもっ

てその歳入とし、障害介護給付費の審査及び支払

のための支出金、借入金の償還金及び利子並びに

附属諸費をもってその歳出とする。 

 

３ 障害児給付費支払勘定においては、規約第六条

第五項第二号に定める費用（以下「障害児給付費」

という。）の支払のための受入金、都道府県支出

金、借入金及び附属雑収入等をもってその歳入と

し、障害児給付費の支払のための支出金、借入金

の償還金及び利子並びに附属諸費をもってその

歳出とする。 

３ 障害児給付費支払勘定においては、規約第六条

第五項第二号に定める費用（以下「障害児給付費」

という。）の審査及び支払のための受入金、都道

府県支出金、借入金及び附属雑収入等をもってそ

の歳入とし、障害児給付費の審査及び支払のため

の支出金、借入金の償還金及び利子並びに附属諸

費をもってその歳出とする。 

 

（一時借入金） 

第四条 連合会は、一時借入金をすることができ

る。 

  

２ 一時借入金は、当該会計年度内に償還しなけれ

ばならない。 

  

 

 

 20171002 現在 国民健康保険団体連合会障害者総合支援法関係業務等特別会計経理規則例（案） 

改正箇所についてのみ赤字下線で記載しています。 

- 1 -



 

（余裕金の運用） 

第五条 連合会は、次の方法により業務上の余裕金

を運用する。 

  

一 銀行その他金融機関への預金又は郵便貯金   

二 信託会社又は信託業務を営む銀行に対する金

銭信託 

  

三 国債又は地方債の取得   

（帳簿） 

第六条 連合会に、歳入簿、市町村別収入簿及び歳

出簿並びに指定障害福祉サービス事業者別支払

帳簿その他必要な帳簿を備え、収入支出に関する

事項を登記する。 

  

（細則） 

第七条 この規則に定めるもののほか、障害者総合

支援法関係業務等特別会計に関して必要な細目

は、理事長が定める。 

  

   附 則   

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。   

   附 則   

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。   

    附 則  

 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。  
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現行 平成 30 年 4 月改正（案） 備考 

障害者総合支援法関係業務等特別会計   

（業務勘定）   

歳入   

款 項 目 款 項 目  

１ 手数料 １ 給付費等支払

手数料 

１ 障害介護給付

費支払手数料 

１ 手数料 １ 給付費等審査

支払手数料 

１ 障害介護給付費

審査支払手数料 

 

  ２ 障害児給付費

支払手数料 

  ２ 障害児給付費審

査支払手数料 

 

  ３ 共同処理事務

手数料 

  ３ 共同処理事務手

数料 

 

 ２ 電子証明書発

行手数料受入金 

１ 電子証明書発

行手数料受入金 

    

２ 国支出金 １国補助金 １ 何補助金     

３ 都（道府県）支

出金 

１都（道府県）補

助金 

１ 何補助金     

４ 負担金 １ 負担金 １ 負担金     

５ 訪問調査委託

料受入金 

１ 訪問調査委託

料受入金 

１ 訪問調査委託

料受入金 

    

６ 財産収入 １ 積立金運用収

入 

１ 利子及び配当

金 

    

 ２ 物品売払収入 １ 物品売払収入     

７ 繰入金 １ 一般会計繰入

金 

１ 一般会計繰入

金 

    

 ２ 積立金繰入金 １ 積立金繰入金     

 ３ 何繰入金 １ 何勘定繰入金     

８ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金     

９ 諸収入 １ 諸収入 １ 延滞金     

  ２ 預金利子     

  ３ 雑入     

１０ 借入金 １ 借入金 １ 借入金     

   

歳入予算に係る節の区分   

款の区分 節    

手数料 １ 現年分    

 ２ 未収繰越金    

その他の歳入科目 目と同じ    
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歳出   

款 項 目 款 項 目  

１ 総務費 １ 支払管理費 １ 一般管理費 １ 総務費 １ 審査支払管理費 １ 一般管理費  

  ２ 研修費   ２ 研修費  

 ２ 電子証明書発

行手数料支出金 

１ 電子証明書発

行手数料支出金 

    

２ 国保中央会負

担金 

１ 国保中央会負

担金 

１ 国保中央会負

担金 

    

３ 訪問調査委託

料支出金 

１ 訪問調査委託

料支出金 

１ 訪問調査委託

料支出金 

    

４ 積立金 １ 積立金 １ 退職積立金     

  ２ 何積立金     

５ 借入金償還金 １ 借入金償還金 １ 元金     

  ２ 利子     

  ３ 借入諸費     

６ 諸支出金 １ 諸支出金 １ 何支出金     

７ 予備費 １ 予備費 １ 予備費     

   

（障害介護給付費支払勘定）   

歳入   

款 項 目     

１ 障害介護給付

費受入金 

１ 障害介護給付

費受入金 

１ 障害介護給付

費受入金 

    

  ２ 特別対策費受

入金 

    

  ３ 高額障害福祉

サービス費等受

入金 

    

２ 都（道府県）支

出金 

１都（道府県）補

助金 

１ 何補助金     

３ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金     

４ 諸収入 １ 諸収入 １ 延滞金     

  ２ 預金利子     

  ３ 雑入     

５ 借入金 １ 借入金 １ 借入金     
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歳入予算に係る節の区分   

款の区分 節    

障害介護給付費受入金 １ 現年分    

２ 未収繰越金   

その他の歳入科目 目と同じ    

   

歳出   

款 項 目     

１ 障害介護給付

費支出金 

１ 障害介護給付

費支出金 

１ 障害介護給付

費支出金 

    

  ２ 特別対策費支

出金 

    

  ３ 高額障害福祉

サービス費等支

出金 

    

２ 借入金償還金 １ 借入金償還金 １ 元金     

  ２ 利子     

  ３ 借入諸費     

３ 繰出金 １ 繰出金 １ 繰出金     

４ 予備費 １ 予備費 １ 予備費     

   

（障害児給付費支払勘定）   

歳入   

款 項 目     

１ 障害児給付費

受入金 

１ 障害児給付費

受入金 

１ 障害児給付費

受入金 

    

  ２ 特別対策費受

入金 

    

  ３ 高額障害児給

付費等受入金 

    

２都（道府県）支

出金 

１都（道府県）補

助金 

１ 何補助金     

３ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金     

４ 諸収入 １ 諸収入 １ 延滞金     

  ２ 預金利子     

  ３ 雑入     

５ 借入金 １ 借入金 １ 借入金     
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歳入予算に係る節の区分   

款の区分 節    

障害児給付費受入金 １ 現年分    

２ 未収繰越金   

その他の歳入科目 目と同じ    

   

歳出   

款 項 目     

１ 障害児給付費

支出金 

１ 障害児給付費

支出金 

１ 障害児給付費

支出金 

    

  ２ 特別対策費支

出金 

    

  ３ 高額障害児給

付費等支出金 

    

２ 借入金償還金 １ 借入金償還金 １ 元金     

  ２ 利子     

  ３ 借入諸費     

３ 繰出金 １ 繰出金 １ 繰出金     

４ 予備費 １ 予備費 １ 予備費     
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現行 平成 30 年 4 月改正（案） 備考 

国民健康保険団体連合会障害介護給付費等支払規

則例 

国民健康保険団体連合会障害介護給付費等審査支

払規則例 

 

第一章 総則   

（趣旨） 

第一条 ○○国民健康保険団体連合会（以下「連合

会」という。）が行う障害介護給付費（介護給付

費等の請求に関する省令（平成十八年厚生労働

省令第百七十号。以下「請求省令」という。）第

一条第一項に規定する介護給付費等をいう。以

下同じ。）及び障害児給付費（障害児通所給付費

等の請求に関する省令（平成十八年厚生労働省

令第百七十九号。以下「障害児請求省令」とい

う。）第一条第一項に規定する障害児通所給付費

等をいう。以下同じ）の支払に関する業務につ

いては、法令及び規約に定めるもののほか、こ

の規則に定めるところによる。 

（趣旨） 

第一条 ○○国民健康保険団体連合会（以下「連合

会」という。）が行う障害介護給付費（介護給付

費等の請求に関する省令（平成十八年厚生労働省

令第百七十号。以下「請求省令」という。）第一

条第一項に規定する介護給付費等をいう。以下同

じ。）及び障害児給付費（障害児通所給付費等の

請求に関する省令（平成十八年厚生労働省令第百

七十九号。以下「障害児請求省令」という。）第

一条第一項に規定する障害児通所給付費等をい

う。以下同じ）の審査及び支払に関する業務につ

いては、法令及び規約に定めるもののほか、この

規則に定めるところによる。 

 

（委託） 

第二条 市町村は、障害介護給付費の支払に関する

事務を連合会に委託するときは、委託書（様式

第一号）を提出するものとする。 

（委託） 

第二条 市町村は、障害介護給付費の審査及び支払

に関する事務を連合会に委託するときは、委託書

（様式第一号）を提出するものとする。 

 

２ 前項の委託書の提出があったときは、連合会

は、その委託書に記載された月分の障害介護給付

費から、その障害介護給付費の支払を行うものと

する。 

２ 前項の委託書の提出があったときは、連合会

は、その委託書に記載された月分の障害介護給付

費から、その障害介護給付費の審査及び支払を行

うものとする。 

 

３ 市町村及び都道府県は、障害児給付費の支払に

関する事務を連合会に委託するときは、委託書

（様式第一号の二）を提出するものとする。 

３ 市町村及び都道府県は、障害児給付費の審査及

び支払に関する事務を連合会に委託するときは、

委託書（様式第一号の二）を提出するものとする。 

 

４ 前項の委託書の提出があったときは、連合会

は、その委託書に記載された月分の障害児給付

費から、その障害児給付費の支払を行うものと

する。 

４ 前項の委託書の提出があったときは、連合会

は、その委託書に記載された月分の障害児給付費

から、その障害児給付費の審査及び支払を行うも

のとする。 

 

 

（迅速、適正かつ公平な審査） 

第三条 連合会は、障害介護給付費及び障害児給付

費の支払に関する事務の委託を受けたときは、

これを迅速、適切かつ平等に行うものとする。 

（迅速、適正かつ公平な審査） 

第三条 連合会は、障害介護給付費及び障害児給付

費の審査及び支払に関する事務の委託を受けた

ときは、これを迅速、適切かつ平等に行うものと

する。 
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第二章 請求の受理及び事務処理   

（受付） 

第四条 連合会は、指定障害者支援施設等（請求省

令第二条第二項に規定する指定障害者支援施設

等をいう。）及び指定相談支援事業者（請求省令

第四条に規定する指定相談支援事業者をいう。）、

指定障害児通所支援事業者等（障害児請求省令第

二条に規定する指定障害児通所支援事業者等を

いう。）、指定障害児入所施設等（障害児請求省令

第三条に規定する指定障害児入所施設等をい

う。）及び指定障害児相談支援事業者（障害児請

求省令第四条に規定する指定障害児相談支援事

業者をいう。）（以下「指定事業者等」と総称する。）

から電子情報処理組織を使用して請求省令第二

条第一項、第二項、第四条、障害児請求省令第二

条、第三条並びに第四条に規定する事項（以下「電

子情報」という。）が連合会の電子計算機に備え

付けられたファイルに記録されたときは、受付日

（当該電子情報が記録された日をいう。）を記録

する。 

  

（事業者の確認） 

第五条 電子情報処理組織による請求は、当該電子

情報について指定事業者等の電子署名（電子署名

及び認証業務に関する法律（平成十二年法律第百

二号。以下「電子署名法」という。）第二条第一

項に規定する電子署名をいう。）を照合すること

により、指定事業者等が提出したものであること

を確認する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

（請求の点検） 

第六条 電子情報処理組織を用いた請求について

は、電子情報を点検し、点検により各事項の入力

漏れ、誤入力その他の不備を発見したときは、当

該不備に係る請求の受付を取り消すとともに、当

該不備に係る事項を当該指定事業者等に電子情

報処理組織により通知する。 

  

（市町村及び都道府県への提出） 

第七条 電子情報の点検が終わったときは、当該電

子情報を整理した資料を作成し、市町村及び都道

府県へ提出する。 
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（市町村及び都道府県の審査後の処理） 

第八条 市町村及び都道府県の審査が終わった請

求は、その審査決定に基づいて電子情報を訂正す

る。 

 

  

第三章 支払額及び請求額の算出   

（支払算定額及び支払確定額の算出） 

第九条 前条の処理が終わったときは、指定事業者

等の支払算定額を算出する。 

  

２ 支払算定額を算出したときは、第十四条の過誤

額を加減し、指定事業者等別の支払確定額を算

出する。 

  

（請求算定額及び請求確定額の算出） 

第十条 第八条の処理が終わったときは、市町村別

及び都道府県別の請求算定額を算出する。 

  

２ 請求算定額を算出したときは、第十四条の過誤

額を加減し、市町村別及び都道府県別の請求確

定額を算出する。 

 

  

第四章 支払手続   

第十一条 支払確定額を決定したときは、請求の審

査が終わった日の属する月の翌月○○日まで

に、指定金融機関に振込の依頼をし、指定事業

者等に対し、支払の手続きをとる。 

  

 

 

 

 

第五章 請求手続   

（障害介護給付費、障害児給付費及び手数料の請

求） 

第十二条 障害介護給付費に係る請求確定額を決

定したときは、市町村別に払込請求書を作成し、

払込請求書に障害介護給付費請求額通知書（様

式第二号）及び障害介護給付費審査決定請求明

細表を添えて、請求の審査が終わった日の属す

る月の翌月○○日までに当該障害介護給付費及

び支払手数料（以下「手数料」という。）の払込

みを請求する。 

（障害介護給付費、障害児給付費及び手数料の請

求） 

第十二条 障害介護給付費に係る請求確定額を決

定したときは、市町村別に払込請求書を作成し、

払込請求書に障害介護給付費請求額通知書（様式

第二号）及び障害介護給付費審査決定請求明細表

を添えて、請求の審査が終わった日の属する月の

翌月○○日までに当該障害介護給付費及び審査

支払手数料（以下「手数料」という。）の払込み

を請求する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 障害児給付費に係る請求確定額を決定したと

きは、市町村及び都道府県に払込請求書を作成

し、払込請求書に障害児給付費請求額通知書（様

２ 障害児給付費に係る請求確定額を決定したと

きは、市町村及び都道府県に払込請求書を作成

し、払込請求書に障害児給付費請求額通知書（様
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式第二号の二）及び障害児給付費審査決定請求

明細表を添えて、請求の審査が終わった日の属

する月の翌月○○日までに当該障害児給付費及

び支払手数料（以下「手数料」という。）の払込

みを請求する。 

式第二号の二）及び障害児給付費審査決定請求明

細表を添えて、請求の審査が終わった日の属する

月の翌月○○日までに当該障害児給付費及び手

数料の払込みを請求する。 

（市町村及び都道府県の払込み） 

第十三条 市町村は、連合会から障害介護給付費及

び手数料の払込みの請求を受けたときは、その

請求を受けた日の属する月の○○日までに連合

会に当該障害介護給付費及び手数料を払込むも

のとする。 

  

２ 市町村及び都道府県は、連合会から障害児給付

費及び手数料の払込みの請求を受けたときは、

その請求を受けた日の属する月の○○日までに

連合会に当該障害児給付費及び手数料を払込む

ものとする。 

 

  

第六章 過誤調整   

（過誤調整） 

第十四条 市町村及び都道府県に対する請求確定

額又は指定事業者等に対する支払確定額を決定

した後にこれらの計数に異動が生じたときは、

過誤として処理する。 

  

（請求関係の過誤） 

第十五条 市町村から障害介護給付費に係る請求

額の過誤の通知を受け、これを確認したとき、

又は連合会が障害介護給付費に係る請求額の過

誤を発見したときは、翌月分の請求において調

整するとともに、指定事業者等に対する支払額

に異動が生じたときは、次条の規定により処理

する。 

  

２ 前項の処理をするときは、障害介護給付費過誤

決定通知書（様式第三号）を作成し、払込請求

書に添えて送付する。 

  

 

 

３ 市町村及び都道府県から障害児給付費に係る

請求額の過誤の通知を受け、これを確認したと

き、又は連合会が障害児給付費に係る請求額の

過誤を発見したときは、翌月分の請求において

調整するとともに、指定事業者等に対する支払
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額に異動が生じたときは、次条の規定により処

理する。 

４ 前項の処理をするときは、障害児給付費過誤決

定通知書（様式第三号の二）を作成し、払込請

求書に添えて送付する。 

  

（支払関係の過誤） 

第十六条 指定事業者等から支払額の過誤の通知

を受け、これを確認したとき、又は連合会が支

払額の過誤を発見したときは、翌月分の支払に

おいて調整するとともに、市町村及び都道府県

に対する請求額に異動が生じたときは、前条の

規定により処理する。 

  

２ 前項の処理をするときは、支払の手続きの際、

過誤調整を通知する。 

  

３ 翌月以後の支払において過誤の調整をするこ

とができない事由があるときは、指定事業者等

に対し、戻入の手続をとる。 

  

（過誤額の算出） 

第十七条 過誤額の算出は、毎月一回、請求算定額

及び支払算定額の算出時に行う。 

 

  

第七章 財務   

（手数料） 

第十八条 連合会は、障害介護給付費の支払に関す

る業務の執行に要する費用に充てるため、市町

村から手数料を徴収する。 

（手数料） 

第十八条 連合会は、障害介護給付費の審査及び支

払に関する業務の執行に要する費用に充てるた

め、市町村から手数料を徴収する。 

 

２ 障害介護給付費に係る手数料の額は、支払をし

た請求省令附則第三条第二項、第三項及び第四

項に規定する介護給付費明細書等（又はこれに

相当する電子情報）一件につき○○円○○銭と

する。 

２ 障害介護給付費に係る手数料の額は、審査及び

支払をした請求省令附則第三条第二項、第三項及

び第四項に規定する介護給付費明細書等（又はこ

れに相当する電子情報）一件につき○○円○○銭

とする。 

 

３ 連合会は、障害児給付費の支払に関する業務の

執行に要する費用に充てるため、市町村及び都

道府県から手数料を徴収する。 

３ 連合会は、障害児給付費の審査及び支払に関す

る業務の執行に要する費用に充てるため、市町村

及び都道府県から手数料を徴収する。 

 

 

 

４ 障害児給付費に係る手数料の額は、支払をした

障害児請求省令附則第三条第二項及び第三項に

規定する障害児通所給付費明細書等（又はこれ

に相当する電子情報）一件につき○○円○○銭

とする。 

４ 障害児給付費に係る手数料の額は、審査及び支

払をした障害児請求省令附則第三条第二項及び

第三項に規定する障害児通所給付費明細書等（又

はこれに相当する電子情報）一件につき○○円○

○銭とする。 
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（経理規則） 

第十九条 障害介護給付費及び障害児給付費の支

払に関する業務（次条において「支払業務」と

いう。）の財務については、この規則に定めるも

ののほか、○○国民健康保険団体連合会障害者

総合支援法関係業務等特別会計経理規則の定め

るところによる。 

 

（経理規則） 

第十九条 障害介護給付費及び障害児給付費の審

査及び支払に関する業務（次条において「審査支

払業務」という。）の財務については、この規則

に定めるもののほか、○○国民健康保険団体連合

会障害者総合支援法関係業務等特別会計経理規

則の定めるところによる。 

 

第八章 雑則   

（細目） 

第二十条 この規則に定めるもののほか、支払業務

に関して必要な細目は、理事長が定める。 

（細目） 

第二十条 この規則に定めるもののほか、審査支払

業務に関して必要な細目は、理事長が定める。 

 

   附 則   

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。   

   附 則   

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。   

    附 則  

 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。  
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（改正後） 

 

 
平
成 

 
年 

 

月 
 

日 

  

市
町
村
長 

 
 

氏
名 

  

○
○
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会 

理
事
長 

 
 

 

氏
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

殿 

 

当
市
町
村
は
介
護
給
付
費
等
の
審
査
及
び
支
払
い
に
関
す
る
事
務
を
平
成 

 

年 
 

月 
 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
提
供
月
分
か
ら
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

、
こ
れ
に
基

づ
く
命
令
及
び
○
○
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
障
害
介
護
給
付
費
等
審
査
支
払

規
則(

平
成
○
○
年
第
○
○
号)

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
介
護
給
付
費
等
の
審
査

及
び
支
払
い
を
行
う
貴
会
に
委
託
し
ま
す
。 

（様式第一号） 

-
 1

3
 -



  
平
成 

 
年 

 

月 
 

日 

 

都
道
府
県
知
事 

 
 

氏
名 

（市
町
村
長
） 

  

○
○
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会 

理
事
長 

 
 

 

氏
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

殿 

 

当
都
道
府
県
（
市
町
村
）
は
障
害
児
給
付
費
の
審
査
及
び
支
払
い
に
関
す
る
事
務

を
平
成 

 

年 
 

月
障
害
児
支
援
提
供
月
分
か
ら
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
百
六
十
四
号
）
、
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
及
び
○
○
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合

会
障
害
介
護
給
付
費
等
審
査
支
払
規
則(

平
成
○
○
年
第
○
○
号)

の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
障
害
児
給
付
費
の
審
査
及
び
支
払
い
を
行
う
貴
会
に
委
託
し
ま
す
。 

（様式第一号の二） 

-
 1

4
 -



（様式第二号）

(ID:R11408) 障害福祉サービス費等請求額通知書 頁

障害者自立支援 平成 　　 年 　　 月受付分 都道府県国民健康保険団体連合会

障害福祉サービス費

平成　　年　　月　　日

審査支払手数料

証記載市町村番号

証記載市町村名

　　　給付費

件数 実日数 単位数
金額

(特別給付費)

高額障害福祉サービス費

合 計

累 計

件数
 種類

利用者負担額

請 求 額 累 計

調整額単位数

通常分 過誤 自治体助成分
請求額

特別対策費

特定障害者特別給付費

-
 1

5
 -



（様式第二号の二）

(ID:R11408) 障害福祉サービス費等請求額通知書 頁

障害者自立支援 平成 　　 年 　　 月受付分 都道府県国民健康保険団体連合会

障害児給付費

平成　　年　　月　　日

審査支払手数料

証記載都道府県等番号

証記載都道府県等名

　　　給付費

件数 実日数 単位数
金額

(特別給付費)

高額障害児通所給 付費

合 計

累 計

件数
 種類

利用者負担額
調整額単位数

請 求 額 累 計

通常分 過誤 自治体助成分
請求額

特別対策費

特定入所障害児食費等給付費

-
 1

6
 -



 

現行 平成 30 年 4 月改正（案） 備考 

共同処理事務契約書例（基準該当）   

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成１７年法律第１２３号。以下

「法」という。）第３０条第１項第２号に規定する

基準該当障害福祉サービス及び第５１条の１８第

１項に規定する基準該当計画相談支援（以下「基準

該当障害福祉サービス等」という。）に係る特例介

護給付費、特例訓練等給付費及び特例計画相談支援

給付費（以下「特例介護給付費等」という。）の支

払事務に関して、○○市町村（以下「甲」という。）

と○○国民健康保険団体連合会（以下「乙」という。）

との間に、次のとおり契約を締結する。 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）第３０条第１項第２号に規定する基準該当障害福

祉サービス及び第５１条の１８第１項に規定する基準

該当計画相談支援（以下「基準該当障害福祉サービス

等」という。）に係る特例介護給付費、特例訓練等給付

費及び特例計画相談支援給付費（以下「特例介護給付

費等」という。）の審査支払事務に関して、○○市町村

（以下「甲」という。）と○○国民健康保険団体連合会

（以下「乙」という。）との間に、次のとおり契約を締

結する。 

 

第１条 乙は、基準該当障害福祉サービス等を行う

事業者から介護給付費等の請求に関する省令

（平成１８年厚生労働省令第１７０号）の例に

より行われた請求に関し、甲の特例介護給付費

等の支払事務（以下「共同処理支払事務」とい

う。）を引き受けるものとする。 

第１条 乙は、基準該当障害福祉サービス等を行う事

業者から介護給付費等の請求に関する省令（平成１

８年厚生労働省令第１７０号）の例により行われた

請求に関し、甲の特例介護給付費等の審査支払事務

（以下「共同処理審査支払事務」という。）を引き受

けるものとする。 

 

第２条 乙は、共同処理事務の執行に充てるため、

甲から共同処理支払事務手数料を徴収する。 

第２条 乙は、共同処理事務の執行に充てるため、甲

から共同処理審査支払事務手数料を徴収する。 

 

２ 共同処理支払事務手数料の額は、支払を行った

特例介護給付費明細書等（これに相当する電子情

報）１件につき○○円○○銭とする。 

２ 共同処理審査支払事務手数料の額は、審査及び支

払を行った特例介護給付費明細書等（これに相当す

る電子情報）１件につき○○円○○銭とする。 

 

第３条 前２条に定めるもののほか、乙が甲の委託

を受けて行う共同処理支払事務については、○

○国民健康保険団体連合会障害介護給付費等支

払規則の例による。 

第３条 前２条に定めるもののほか、乙が甲の委託を

受けて行う共同処理審査支払事務については、○○

国民健康保険団体連合会障害介護給付費等審査支払

規則の例による。 

 

第４条 この契約の当事者のいずれか一方におい

てこの契約による義務を履行せず、事務執行に

著しい支障を来し、又は来すおそれがあると認

められるときは、対応する相手方は、三か月間

の予告期間をもって、この契約を解除すること

ができる。 

  

第５条 この契約の有効期間は、平成二十五年四月

一日から平成二十六年三月三十一日までとす

る。 

第５条 この契約の有効期間は、平成三十年四月一日

から平成三十一年三月三十一日までとする。 

 

第６条 この契約の有効期間の終了一か月前まで

に、契約当事者のいずれか一方より何らかの意思

  

 

 20171002 現在 共同処理事務契約書例（基準該当）（案） 

改正箇所についてのみ赤字下線で記載しています。 
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表示がなされないときは、終期の翌日において向

こう一か年順次契約を更新する。 

 

 

 

以上の契約の確定を証するため、本書二通を作成

し、双方署名押印のうえ各一通を所持するものとす

る。 

  

 平成   年   月   日   

甲○○市町村長 氏名 印   

乙○○国民健康保険団体連合会 理事長 氏名 

印 
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現行 平成 30 年 4 月改正（案） 備考 

共同処理事務契約書例（特例障害児給付費等）   

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」

という。）第２１条の５の４第１項第２号に規定す

る基準該当通所支援及び第２４条の２７第１項に

規定する基準該当障害児相談支援（以下「基準該当

障害児支援」という。）に係る特例障害児通所給付

費及び特例障害児相談支援給付費（以下「特例障害

児給付費等」という。）の支払事務に関して、○○

市町村（以下「甲」という。）と○○国民健康保険

団体連合会（以下「乙」という。）との間に、次の

とおり契約を締結する。 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」

という。）第２１条の５の４第１項第２号に規定する基

準該当通所支援及び第２４条の２７第１項に規定する

基準該当障害児相談支援（以下「基準該当障害児支援」

という。）に係る特例障害児通所給付費及び特例障害児

相談支援給付費（以下「特例障害児給付費等」という。）

の審査支払事務に関して、○○市町村（以下「甲」と

いう。）と○○国民健康保険団体連合会（以下「乙」と

いう。）との間に、次のとおり契約を締結する。 

 

第１条 乙は、基準該当障害児支援を行う事業者か

ら障害児通所給付費等の請求に関する省令（平

成１８年厚生労働省令第１７９号）の例により

行われた請求に関し、甲の特例障害児給付費等

の支払事務（以下「障害児共同処理支払事務」

という。）を引き受けるものとする。 

第１条 乙は、基準該当障害児支援を行う事業者から

障害児通所給付費等の請求に関する省令（平成１８

年厚生労働省令第１７９号）の例により行われた請

求に関し、甲の特例障害児給付費等の審査支払事務

（以下「障害児共同処理審査支払事務」という。）を

引き受けるものとする。 

 

第２条 乙は、共同処理事務の執行に充てるため、

甲から障害児共同処理支払事務手数料を徴収す

る。 

第２条 乙は、共同処理事務の執行に充てるため、甲

から障害児共同処理審査支払事務手数料を徴収す

る。 

 

２ 障害児共同処理支払事務手数料の額は、支払を

行った特例障害児通所給付費明細書等（これに相

当する電子情報）１件につき○○円○○銭とす

る。 

２ 障害児共同処理審査支払事務手数料の額は、審査

及び支払を行った特例障害児通所給付費明細書等

（これに相当する電子情報）１件につき○○円○○

銭とする。 

 

第３条 前２条に定めるもののほか、乙が甲の委託

を受けて行う障害児共同処理支払事務について

は、○○国民健康保険団体連合会障害介護給付

費等支払規則の例による。 

第３条 前２条に定めるもののほか、乙が甲の委託を

受けて行う障害児共同処理審査支払事務について

は、○○国民健康保険団体連合会障害介護給付費等

審査支払規則の例による。 

 

第４条 この契約の当事者のいずれか一方におい

てこの契約による義務を履行せず、事務執行に

著しい支障を来し、又は来すおそれがあると認

められるときは、対応する相手方は、三か月間

の予告期間をもって、この契約を解除すること

ができる。 

  

第５条 この契約の有効期間は、平成二十四年四月

一日から平成二十五年三月三十一日までとす

る。 

第５条 この契約の有効期間は、平成三十年四月一日

から平成三十一年三月三十一日までとする。 

 

第６条 この契約の有効期間の終了一か月前まで   

 20171002 現在 共同処理事務契約書例（特例障害児給付費等）（案） 
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に、契約当事者のいずれか一方より何らかの意思

表示がなされないときは、終期の翌日において向

こう一か年順次契約を更新する。 

 

 

 

 

以上の契約の確定を証するため、本書二通を作成

し、双方署名押印のうえ各一通を所持するものとす

る。 

  

 平成   年   月   日   

甲○○市町村長 氏名 印   

乙○○国民健康保険団体連合会 理事長 氏名 

印 
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